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＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

○多治見市福祉医療費の助成に関する条例（昭和51年３月27日条例第８号）の一部を改正する条例新

旧対照表 

部署名：保険年金課 

 

新 旧 

多治見市福祉医療費の助成に関する条例 多治見市福祉医療費の助成に関する条例 

（略） （略） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 子ども 次号ア、イ、ウ若しくはオ、第３

号に該当する者（次条第２項第３号に該当す

る者を除く。）若しくは第４号に該当する者

（同項第４号に該当する者を除く。）又は次号

エ（イに該当する者に限る。）以外の者で、次

に掲げるものをいう。 

(１) 子ども 次号ア、イ、ウ若しくはオ、第３

号に該当する者（次条第２項第３号に該当す

る者を除く。）若しくは第４号に該当する者

（同項第４号に該当する者を除く。）又は次号

エ（イに該当する者に限る。）以外の者で、次

に掲げるものをいう。 

ア 出生日から６歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にある者 

ア 出生日から６歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にある者 

イ ６歳に達する日の翌日以後の最初の４月

１日から18歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある者 

イ ６歳に達する日の翌日以後の最初の４月

１日から15歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある者 

(２) 重度心身障害者 次に掲げるものをい

う。 

(２) 重度心身障害者 次に掲げるものをい

う。 

（略） （略） 

（受給者証の交付） （受給者証の交付） 

第６条 市長は、前条の規定による受給者証の交

付申請があった場合は、内容を審査の上、受給資

格者であると認めたときは、規則の定めるとこ

ろにより、当該受給資格者に係る受給者証を申

請者に交付する。 

第６条 市長は、前条の規定による受給者証の交

付申請があった場合は、内容を審査の上、受給資

格者であると認めたときは、規則の定めるとこ

ろにより、当該受給資格者に係る受給者証を申

請者に交付する。 

（略） （略） 

３ 受給者証の有効期間は、次の各号に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

３ 受給者証の有効期間は、次の各号に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(１) 子ども 出生日から18歳に達する日の属

する年度の末日まで。ただし、受給資格者とし

て認定した日の属する月（以下「認定月」とい

う。）が出生日の属する月後の場合（認定した

日が出生後30日以内である場合を除く。）にあ

っては、認定月の初日からとする。 

(１) 子ども 出生日から15歳に達する日の属

する年度の末日まで。ただし、受給資格者とし

て認定した日の属する月（以下「認定月」とい

う。）が出生日の属する月後の場合（認定した

日が出生後30日以内である場合を除く。）にあ

っては、認定月の初日からとする。 

(２) 重度心身障害者 身体障害者手帳、療育

手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の

属する月の初日から最初に到来する９月30日

までとし、毎年更新する。ただし、認定日が身

体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健

福祉手帳の交付日から30日を超える場合（精

神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた

場合を除く。）にあっては、認定月の初日から

とする。 

(２) 重度心身障害者 身体障害者手帳、療育

手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の

属する月の初日から最初に到来する９月30日

までとし、毎年更新する。ただし、認定日が身

体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健

福祉手帳の交付日から30日を超える場合（精

神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた

場合を除く。）にあっては、認定月の初日から

とする。 

（略） （略） 
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新 旧 

摘 

要 

改正理由 

令和７年４月１日から子どもの医療費助成について、対象者を18歳に達する日以後の最初の

３月31日まで引き上げる（現行、15歳に達する日以後の最初の３月31日まで）ため、所要の改

正を行うもの。（第２条第２号イ及び第６条第３項第１号） 

 


